
一
頁

○
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号

警
察
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
四
十
四
号
）
第
八
十
三
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
警
察
大
学
校
サ
イ

バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
研
究
・
研
修
セ
ン
タ
ー
の
内
部
組
織
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

古
屋

圭
司

警
察
大
学
校
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
研
究
・
研
修
セ
ン
タ
ー
の
内
部
組
織
に
関
す
る
規
則

（
捜
査
研
修
室
の
設
置
）

第
一
条

警
察
大
学
校
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
研
究
・
研
修
セ
ン
タ
ー
に
、
捜
査
研
修
室
を
置
く
。

（
捜
査
研
修
室
の
所
掌
事
務
）

第
二
条

捜
査
研
修
室
に
お
い
て
は
、
警
察
法
施
行
規
則
第
八
十
三
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
研
修
室
長
）

第
三
条

捜
査
研
修
室
に
、
研
修
室
長
を
置
く
。

２

研
修
室
長
は
、
命
を
受
け
、
捜
査
研
修
室
の
事
務
を
掌
理
す
る
。



二
頁

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
警
察
大
学
校
警
察
情
報
通
信
研
究
セ
ン
タ
ー
の
内
部
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

２

警
察
大
学
校
警
察
情
報
通
信
研
究
セ
ン
タ
ー
の
内
部
組
織
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
四
研
究
室
」
を
「
三
研
究
室
」
に
改
め
、
「
応
用
第
三
研
究
室
」
を
削
る
。

第
三
条
中
「
及
び
応
用
第
三
研
究
室
」
を
削
る
。

第
五
条
を
削
り
、
第
六
条
を
第
五
条
と
す
る
。


